
2022 年 4 月 27 日 

 

令和 4 年度診療報酬改定に関するお知らせ  
 

謹啓  時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 

この度、令和 4年 3月 4日付け官報 号外第 46号の厚生労働省告示第 54号に記載されて

いた改定情報の検査に関する内容についてお知らせいたします。 

敬白 

 

 

記 

 

 

【令和 4 年 4 月 1 日より点数が削除された項目】 

・Bence Jones蛋白定性（尿）  

・CK-MB（免疫阻害法） 《※弊社受託項目は該当いたしません》 

・肺癌における EGFR遺伝子検査（その他のもの） 

 

 

【令和 6 年 3 月 31 日までの経過措置項目】 

 ・アルブミン（BCG法）  11点 
 

  アルブミン BCG 法の算定可能な期間を臨床実態等を踏まえ、令和 6 年 3 月 31 日までの間に限り算定で

きるものとする。 

  ●弊社では、上記に該当しないアルブミン（BCP改良法）［ｺｰﾄﾞ No.34160（272）］を受託中です。 

 

 

【令和 4 年度 検体検査に関する主な改定内容】 

1）不妊治療関連検査の新規保険収載 

 ①抗ミュラー管ホルモン（AMH）  600点/内分泌学的検査 
 

算定条件：不妊症の患者に対して、調節卵巣刺激療法における治療方針の決定を目的として測定した場

合に、6月に 1回に限り算定できる。 

●弊社該当項目： ［ｺｰﾄﾞ No.02630（4199）］ 抗ミュラー管ホルモン（AMH） 

 

②Y 染色体微小欠失検査  3770点/遺伝子関連・染色体検査 
 

算定条件：不妊症の患者であって、生殖補助医療を実施しているものに対して、精巣内精子採取術の適

応の判断を目的として実施した場合に、患者 1 人につき 1 回に限り算定する。なお、本検査を

実施する医学的な理由を診療録に記載すること。 

       別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定で

きる。 

●弊社受託検討中 
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2）がんゲノムプロファイリング検査の見直し 

＜改定前＞ 検体提出時 8000点（D 検体検査料） ＋ 結果説明時 48000点（D 検体検査料） 

＜改定後＞ 検査実施料 44000点（D 検体検査料） ＋ 評価提供料 12000点（B 医学管理等） 
 

※検体提出後に患者が死亡した場合等、適正な診療報酬を請求できなくなるケースを是正するため、検体

提出時に 44000点を請求できる仕組みに改定されました。 

また、エキスパートパネル等による検討を経た結果説明は、「評価提供料」として医学管理等に新設され

ました。 

 

3）遺伝学的検査の見直し（対象疾患の追加） 

  ※指定難病の診断に必要な遺伝学的検査について、対象疾患が拡大されました。 

    例）家族性高コレステロール血症（処理が複雑なもの 5000点） 

 

 

 

【主な新設項目と項目の分割・検査対象の追加】 

1）関節液検査  50点 
 

算定条件：関節水腫を有する患者であって、結晶性関節炎が疑われる者に対して実施した場合、一連につ

き 1 回に限り算定する。なお、当該検査と区分「Ｄ017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡

検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 

●弊社該当項目： ［ｺｰﾄﾞ No.01435（2535）］ 尿酸結晶 

            ［ｺｰﾄﾞ No.07167（2536）］ ピロリン酸 Ca結晶 

 

2）染色体検査 

 1 FISH法を用いた場合  2553点 

 2 その他の場合       2553点 （分染法を行った場合は 397点加算） 

                                              に分割されました。 
 

算定条件：「1」の FISH法は患者 1人につき 1回に限り算定できる。ただし、びまん性大細胞型 B 細胞リンパ

腫又は多発性骨髄腫の診断の目的で検査を行った場合に、患者の診断の確定までの間に 3 回

に限り算定できる。 

       自然流産の既往のある患者であって、流産手術を行った者に対して、流産検体を用いたギムザ

分染法による絨毛染色体検査を実施した場合は、「2」のその他の場合で算定する。なお、この場

合は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出

た保険医療機関において行う場合に限り算定する。 

●保険対象となる絨毛染色体検査については弊社受託未定 
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3）悪性腫瘍遺伝子検査（血液・血漿） 

1 ROS1融合遺伝子検査  2500点 

2 ALK融合遺伝子検査   2500点 

3 METex14遺伝子検査   5000点 

4 NTRK融合遺伝子検査  5000点 
 

算定条件：患者から 1 回に採取した血液又は血漿を用いて「1」若しくは「2」又は区分「D006-12」EGFR 遺伝

子検査（血漿）を 2項目又は 3項目以上行った場合は、それぞれ 4000点又は 6000点を算定する。

「3」及び「4」を行った場合は 8000点を算定する。 

       各検査の実施に当たっては、組織を検体とした実施が困難である医学的な理由を診療録及び診

療報酬明細書の摘要欄に記載する。 

●弊社受託未定 

 

4）特定薬剤治療管理料 1  クロザピン  470点 
 

  算定対象：統合失調症の患者であって、治療抵抗性統合失調症治療薬（クロザピン）を投与しているもの。 

  ●弊社受託未定 

 

 

【算定方法の変更・適用範囲の拡大】 

1）WT1 mRNA  2520点 
 

  適用範囲：急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病又は骨髄異形成症候群の診断の補助又は経過観察時 

  ※下線の疾患が追加されました。 

  ●弊社該当項目： ［ｺｰﾄﾞ No.54658（3922）］ WT1mRNA定量（血液） 

               ［ｺｰﾄﾞ No.54659］  WT1mRNA定量（骨髄液） 

 

2）抗リン脂質抗体  678点（226点×3） 
 

  算定方法：抗リン脂質抗体検査の単独での算定から、抗カルジオリピン IgG抗体、抗カルジオリピン IgM抗体、

抗β2 グリコプロテインⅠ-IgG 抗体、抗β2 グリコプロテインⅠ-IgM 抗体の点数の組み合わせで

の算定に変更されました。（主たる 3項目の点数で算定する。） 

  ●弊社該当項目： ［ｺｰﾄﾞ No.13648（6095）］ APS検査パネル 

 

3）HTLV-1核酸検出  450点 
 

  適用範囲：HTLV-1抗体（ウエスタンブロット法及びラインブロット法）によって判定保留となった妊婦、移植者

（生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植、生体部分小腸移植の場合）又は臓器等提供

者（生体部分肺移植、生体部分肝移植、生体腎移植、生体部分小腸移植の場合） 

  ※下線部分が追加されました。 

  ●弊社該当項目： ［ｺｰﾄﾞ No.13001］ HTLV-1核酸検出 

☆以上の内容は改定情報の抜粋です。 

 

以上 
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